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河川・土砂災害防災分科会検討結果について 

 本分科会に依頼のあった下記検討事項について、別添のとおり取りまとめました

ので報告します。 

記 

検討事項 水位周知河川の指定、浸水想定区域図の作成、タイムラインの作成、

土砂災害警戒区域の設定などについて検討すること。 

資料５ 
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新たな風水害に対応した 

河川・土砂災害防災に関する 

ソフト施策の強化について 
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《河川防災対策編》 

 

 

 

 

１ 水位周知河川の指定の推進 

 

（1）制度内容の周知 

 
◇現状と課題_  ※出典：岩手県防災会議幹事会 地域防災体制分科会（H28.12）資料 

・ 制度が関係機関、住民に十分に理解されていない。 
・ 避難勧告等発令基準の明確化が必要。【市町村】 
・ 専門的部署、専任者が配置できていない。【市町村】 
 
◇具体的取組_ 

① 関係機関、住民への制度内容の周知【県・市町村】 

⇒ 市町村の防災担当者が会する洪水予報水防連絡会、災害情報協議会、減災対策協議

会等において、制度内容の周知を実施する。≪継続・強化≫ 

  ※平成 29 年１月 13 日「災害情報協議会」開催済 
⇒ 国、県、市町村長により構成する減災協議会を平成 29年５月までに設立。協議会に

おいては、今後５年間で実施する取組を決定するとともに、その取組状況についてフ

ォローアップを実施する。≪新規≫ 

補足資料１参照 Ｐ５～６ 
⇒ 広域振興局土木部等において、毎年出水期前に、県と市町村の防災担当者による連

絡会議を開催し、制度内容の周知及び情報の共有を図る。≪新規≫ 
⇒ 様々な住民説明会の場や県ホームページ上において、制度内容の説明の充実を図る。

≪継続・強化≫ 
 
② 市町村への避難勧告等発令の支援【国・県・専門家】 

⇒（第１分科会：地域防災体制分科会検討内容） 

［基本方針］ 

「水位周知河川の運用」を軸とした河川に係る防災体制の構築 
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台風等、災害の発生が予測される場合には、気象台、河川管理者、県の防災関係課、

専門家等による「風水害対策支援チーム」（仮称）を設け、雨量や流域雨量指数、河川

水位などの防災情報や知見を共有するとともに、市町村長が避難勧告等の発令を判断

する上で参考となる助言内容の検討を行う。≪新規≫ 
 
③ 全庁をあげた防災体制の構築【市町村】 

⇒（第１分科会：地域防災体制分科会検討内容） 
大規模な災害に備え、情報を収集・分析する組織、一般住民からの情報や問い合わ

せに対応する組織、避難勧告等の情報を住民へ伝達する組織に分けるなど、防災担当

課だけではなく、全庁（市町村の組織全体）をあげた体制を整備する。≪新規≫ 
 
 
 
（2）関係機関への伝達手段 

 
◇現状と課題_ 

・ 県から町へ伝達した水位到達情報が、担当者から市町村長に伝わらず、避難勧告の発

令がないまま被害の拡大を生じる事態が発生した。 
・ 水位到達情報の伝達手段がファクシミリであり、平成 28 年の台風の際には、多数の水

位観測局で基準水位を超過したため、特に県庁から関係機関への伝達において、回線が

混雑し遅れを生じた。 
・ 水位・雨量情報をリアルタイムで提供している河川情報システムのホームページにお

いて、平成 28 年８月の台風第 10 号の際にアクセスが集中し、一時的に閲覧できない状

況が生じた。 
 
◇具体的取組_ 

① 伝達体制の強化【県・市町村】 

⇒ 水位周知河川において、河川管理者から市町村長（防災担当幹部職員）へ河川情報

を直接電話連絡（ホットライン）する体制の構築を平成 29年度に行う。≪新規≫ 

補足資料２参照 Ｐ７ 
 

② 水位到達情報の伝達手段の改善【県】 

⇒ 県庁から関係機関（報道機関等）への伝達手段を、従来のファクシミリによる伝達

から、河川情報システム及びメールによる伝達に改め、平成 29年５月に開催予定の水

防協議会に諮ったうえで水防計画に反映し運用を行う。≪継続・強化≫ 
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⇒ 河川情報システムのサーバーの増強を平成 29年５月までに行い、アクセス環境を強

化する。≪新規≫ 

⇒ 様々な住民説明会の場や県ホームページ上において、河川水位到達情報を配信する

「いわてモバイルメール」への登録を促し、住民の主体的な避難の促進を図る。≪継

続・強化≫ 

 

 

 

（3）水位周知河川の指定の推進 

 
◇現状と課題_ 

・ 平成 29 年２月現在、28河川 32区間で指定済み（うち 27河川 31区間で運用中）。 

補足資料３参照 Ｐ11  
・ 近年の度重なる豪雨災害により、水位計の設置や水位周知河川の指定が必要な河川が

増加している。 

 
◇具体的取組_   補足資料１参照 Ｐ５  
 

① 水位周知河川の指定の推進【県】 

⇒ 指定区間の選定規準に、従来の「人口や資産が集中する区間」、「過去に浸水被害が

発生した区間」、「防災に関するニーズが高い区間」に、「防災拠点（役場等）を含む区

間」を追加する。≪継続・強化≫ 

⇒ 水位計の設置計画および水位周知河川の指定５カ年計画について、減災協議会にお

いて市町村の意見を伺いながら、平成 29年 12月までにとりまとめ、指定を推進する。

≪新規≫ 

⇒ 平成 28 年の台風第 10 号により甚大な浸水被害のあった岩泉町小本川において、平

成 29年５月までに、水位周知河川の指定を行う。また、小本川上流部において平成 29

年度中に水位計の設置を行う。≪新規≫ 
⇒ 東日本大震災津波により水位観測地点が感潮区間となったため運用休止中の山田町

関口川において、平成 29年度中に水位計の移設を行い、運用を再開する。≪新規≫ 
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（4）水位情報の避難への活用 

 
◇現状と課題_  ※出典：北上川上流洪水減災対策協議会（H28.8）資料 

・ 低い避難率（平成 19年９月洪水の避難率 15％）により、浸水による孤立や救助を必要

とする住民が多数発生するおそれがある。 

・ 特に近年大きな被害が無い地域においては、住民の水害に対する防災意識が低下して

おり、的確な避難行動が困難になるおそれがある。 
 
◇具体的取組_ 

① 洪水時に住民等へ提供する情報の充実【県・市町村】 

⇒ 住民の主体的な避難を促進するため、水位周知河川における水位観測地点の河川水

位を撮影する水位監視カメラの設置を行い、河川情報システムにより配信する。≪新

規≫ 
⇒ 水位監視カメラの設置は、平成 29年度までに、水位周知河川指定の基準観測所に設

置することとする。水位周知河川として運用中の 31 箇所に、平成 29 年５月までに新

たに指定を予定する小本川、運用を再開することとしている関口川の２箇所を加え、

全 33箇所を当面の目標とする。≪新規≫ 
⇒ 住民の主体的な避難を促進するため、簡易に現地水位を目視確認できる量水標の設

置を推進する。量水標の設置にあたっては、地域住民の意見や市町村の防災担当と調

整を行いながら設置場所の選定を行う。≪継続・強化≫ 
⇒ 市町村独自の取組（水位計、量水標、水位監視カメラ等の設置等）の促進を図る。 
 

② 要配慮者施設の避難体制の把握及び説明会の実施【国・県】 

⇒ 平成 29年３月までに県内全ての要配慮者利用施設の管理者を対象に説明会を開催し、

河川情報等に関する理解を深めていただき、避難体制の強化を促進する。≪新規≫ 

※ 要配慮者利用施設とは、台風第 10 号の災害を踏まえ、厚生労働省所管（高齢者福祉施設、障

害者福祉施設、児童福祉施設等）施設とする。 
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２ 洪水浸水想定の指定の推進 

 

（1）制度内容の周知 

 ※ 前述と同じ （P1 参照） 
 

（2）洪水浸水想定区域の指定の推進 

 
◇現状と課題_ 

・ 平成 29 年２月現在、16河川で指定済み。 

補足資料３参照 Ｐ11  
・ 平成 27 年の水防法改正に伴い、洪水浸水想定区域指定済みの区間において、想定最大

規模の降雨に対応した洪水浸水想定区域への見直しを行う必要が生じた。 

・ 北上川水系の国管理区間において、平成 28年６月に想定最大規模の洪水浸水想定区域

の指定がなされたことにより、従来の計画規模で指定済みの県管理河川における洪水浸

水想定区域との差異が生じた。市町村がハザードマップを作成および住民へ周知を行う

にあたり、この差異を解消する必要がある。 

・ 近年の度重なる豪雨災害により、洪水浸水想定区域の指定が必要な河川が増加してい

る。 

 

◇具体的取組_   補足資料３参照 Ｐ10  

① 洪水浸水想定区域の指定の推進【県】 

⇒ 洪水浸水想定区域の指定５カ年計画について、減災協議会において市町村の意見を

伺いながら、平成 29年 12 月までにとりまとめる。なお、可能な限り計画を前倒しし、

市町村のハザードマップ作成を支援していく。≪新規≫ 

⇒ 平成 28 年の台風第 10 号により甚大な浸水被害のあった岩泉町小本川において、平

成 29年 12月までに、洪水浸水想定区域の指定を行う。≪新規≫ 
⇒ 北上川水系の河川については国管理区間における想定最大規模の洪水浸水想定区域

と、隣接する県管理区間の計画規模の洪水浸水想定区域との差異を解消するため、平

成 29 年度中に県管理区間の 10 河川において想定最大規模の洪水浸水想定区域への見

直しを実施する。≪新規≫ 
 

② 浸水実績図の提供【県】 

⇒ 地域の水害リスクを簡易的に把握するため、平成 28 年の台風第 10 号等による浸水

実績図をとりまとめ、平成 29年３月までに関係市町村へ提供およびホームページ上で

公開し、住民の防災意識醸成や市町村の避難計画の作成を支援する。≪新規≫ 
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（3）洪水浸水想定区域の避難への活用 

 
◇現状と課題_ 

 ※ 前述と同じ （Ｐ３参照） 
 
◇具体的取組_ 

① 洪水時に住民等へ提供する情報の充実【県】 

⇒ 作成した洪水浸水想定区域図をホームページ上で公開し、広く周知する。≪継続・

強化≫ 
 

② 要配慮者施設の避難体制の把握及び説明会の実施【国・県】 

 ※ 前述と同じ （Ｐ４参照） 
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３ タイムラインの作成 

 

（1）タイムラインの作成 

 
◇現状と課題_  ※出典：岩手県防災会議幹事会 地域防災体制分科会（H28.12）資料 

・ 災害対策本部における人員の限られた職員の中で厳しい状況【市町村】 

・ 情報の分析や対応等を行う上で職員の専門性に限界がある。 

 

◇具体的取組_   補足資料４参照 Ｐ13  
① タイムラインの作成【県・市町村】 

⇒ 「いつ」、「誰が」、「何をするのか」を、あらかじめ時系列で整理した防災行動計画

（タイムライン）を、全ての水位周知河川において、平成 29年度に市町村と連携して

作成し運用する。≪新規≫ 
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《土砂災害防災対策編》 

土砂災害防災に係る現状・課題と具体的取組 

現状・課題                                      

 

１ 土砂災害警戒区域優先指定箇所の選定及び効率的な基礎調査の実施  
 

(1) 県内の土砂災害危険箇所数は 14,348箇所、このうち１月末時点における土

砂災害警戒区域の指定は 4,727箇所（32.9％）と指定率が低い状況。 
 

(2) 土砂災害危険箇所に立地する要配慮者施設は 337 施設（H22 調査時点）、こ

のうち１月末時点で 249施設（73.9％）の基礎調査を終え、161施設（47.8％）

が指定済。 

 

(3) 早期指定完了に向けて計画的かつ効率的に基礎調査を進める必要があるが、

特にも台風第 10号の教訓等を踏まえ、要配慮者利用施設対策に重点的に取り

組む必要。 

 

(4) 土砂災害危険箇所に立地する要配慮者利用施設について、既存データが５

年以上経過しているため、現況施設数等を再確認する必要。 

 

(5) 市町村において、指定後の警戒避難体制の整備が遅れている状況。 

 
２ 要配慮者利用施設等に対する土砂災害関連情報の効果的な周知  
 

(1) 県では、様々な防災情報（※）を公表・提供しているが、必ずしも住民の

迅速かつ自主的な避難行動に結びついていない状況。 

（※土砂災害警戒区域等の公表、土砂災害警戒情報及び土砂災害危険度参考情報の

提供等） 

 

(2) 住民側が防災情報を正しく判断し有効に活用できるよう、「行政側の知らせ

る努 力と住民側の知る努力」すなわち「防災知識の普及・啓発」に、より

一層取り組む必要。 

 

(3) 特にも、緊急時に自力で避難することが困難な要配慮者利用施設への対策

が喫緊の課題。 
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具体的取組                                   

 

１ 土砂災害警戒区域優先指定箇所の選定及び効率的な基礎調査の実施  
   

 (1) 平成 31 年度までに全箇所の基礎調査の実施及び調査結果の公表を完了 

【県】 

⇒ 予算を別枠で優先的に確保し従来の約２倍のペースで調査を進め、国が

目標とする平成 31 年度までに全箇所の基礎調査の実施及び調査結果の公

表を完了させる。 《継続・強化》 補足資料-１ 

 

(2)(3) 要配慮者利用施設が立地する箇所における基礎調査及び土砂災害警戒

区域の指定を優先実施 【県】 

⇒ 国の動向等を踏まえ、要配慮者利用施設が立地する箇所を優先し平成 29

年度までに基礎調査を完了させ、順次公表及び区域指定を進める。 《継続・

強化》 

 

(4) 土砂災害危険箇所に立地する要配慮者利用施設について現況施設数等を再

確認し今後の施策に反映 【県】 

⇒ 土砂災害危険箇所に立地する要配慮者利用施設について、県保健福祉部

局等と 連携のうえ平成 28年度中に最新の施設数や種別等を再確認し、今

後の施策に反映させる。 《新規》 

 

(5) 警戒避難体制の整備促進 【県・市町村】 

⇒ 各市町村における警戒避難体制の整備状況（地域防災計画への反映や土

砂災害 ハザードマップの作成状況等）について、年 1 回、進捗管理を行

い、各種会議等の場で公表し情報共有を図るとともに、未整備の市町村に

対して早期の整備を強力に要請していく。 《新規》 補足資料-２ 

 
 

 
※ 上記(1)～(5)は「現状・課題」の(1)～(5)に対応 
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補足資料-１ 
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補足資料-２ 
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２ 要配慮者利用施設等に対する土砂災害関連情報の効果的な周知  

   (1)(2)(3) 共通 

① より分かり易い防災情報の提供 【県】 

⇒ 住民等に対してより分かり易い防災情報を提供するため、県のホームペ

ージ上で公表している土砂災害危険度参考情報等（※1）の地図情報や操

作性等を改善する。〔最新の国土地理院地図の使用、画面切換時の操作性

向上など〕（平成 28～29年度） 《新規》 補足資料-３ 

 

② 要配慮者利用施設等に対する更なる防災知識の普及・啓発 【国・県】 

⇒ 施設管理者が災害のリスクを適切に把握するとともに避難の判断とす

るための防災情報の入手や避難計画の作成等について理解を深めていた

だくことを目的に、国及び県保健福祉部局等と連携し平成 29 年３月まで

に「水害・土砂災害への備えに関する要配慮者利用施設の管理者向け説明

会」を開催する。 《新規》 

補足資料-４ 

 

③ 土砂災害危険箇所に立地する要配慮者利用施設への注意喚起 【県】 

⇒ 毎年６月の土砂災害防止月間に合わせて実施している土砂災害危険箇

所点検パトロールについて、要配慮者利用施設が立地する箇所を優先点検

箇所として位置付け、施設管理者との合同点検を実施するとともに、点検

結果や県等が公表している防災情報の活用方法等について個別に説明す

る。（平成 29年度～） 

《継続・強化（一部新規）》  

 

⇒ 土砂災害危険箇所に立地する要配慮者利用施設に対して、毎年１回、土

砂災害への注意喚起を促すダイレクトメールを送付する。 《継続》 補

足資料-５ 

 
 
 

※  上記(1)～(3)は「現状・課題」の(1)～(3)に対応 

※1  降雨量に応じた土砂災害発生の危険度を地図上 5km メッシュ単位（市町村は 1km 単位で閲

覧可能）で５段階に色分けして表示。土砂災害発生の危険性の高いエリアや切迫性を把握でき

るため警戒避難の際の参考となるもの。
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補足資料-３ 
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補足資料-４ 
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補足資料-５ 



河川・土砂災害防災分科会（第３分科会）における具体的取組一覧（河川編） 県土整備部河川課

現　　状　　と　　課　　題
※以降、( )は主な論点に対応しています。

具　体　的　取　組　　　※3

※1：出典　平成28年12月６日　岩手県防災会議幹事会議　第１回地域防災体制分科会資料より
※2：出典　平成28年８月29日　北上川上流洪水減災対策協議会　「北上川上流の減災に係る取組方針」より
※3：具体的取組　：　【　】内は想定される実施主体。　≪新規≫は分科会での検討を踏まえた新たな取組。　≪継続・強化≫は分科会での検討を踏まえ強化する取組。

主 な 論 点

(1)(2) 制度内容の周知
①　関係機関、住民への制度内容の周知【県・市町村】
 ・市町村の防災担当者が会する各種会議において、制度内容の周知を実施≪継続(平成29年１月13日開催済)・強化≫
 ・国、県、市町村長により構成する協議会を平成29年５月までに設立≪新規≫
 ・毎年出水期前に、県（出先公所）及び市町村の防災担当者による連絡会議の開催≪新規≫
 ・様々な住民説明会の場や県ホームページ上における、制度内容説明の充実≪継続・強化≫
②市町村への避難勧告等発令の支援【国・県・専門家】　※第１分科会検討内容
 ・「風水害対策支援チーム」（仮称）による市町村への避難勧告等発令の支援≪新規≫
 ・県から市町村長等へ助言等を直接伝達するための体制整備≪新規≫
③全庁をあげた防災体制の構築【市町村】　※第１分科会検討内容
 ・全庁をあげた防災体制の構築と、台風等に備えた早めの体制の切り替え≪新規≫

(3) 関係機関への伝達手段
①伝達体制の強化【県・市町村】
 ・河川管理者から市町村長等へ河川情報を直接電話連絡（ホットライン）する体制の整備≪新規≫
②水位到達情報の伝達手段の改善【県】
 ・ＦＡＸ混雑解消のため、ＦＡＸ及びメール送信の活用≪継続・強化≫
 ・フリーズ対策のため、平成29年５月までに河川情報システムのサーバーを強化≪新規≫
 ・「いわてモバイルメール」への登録の促進≪継続・強化≫

(4) 水位周知河川の指定の推進【県】
 ・指定区間の選定基準に「防災拠点（役場等）を含む区間」を追加≪継続・強化≫
 ・平成29年12月までに、市町村と調整し、水位計の設置計画、水位周知河川の指定５カ年計画（平成33年度まで目指
　す）を作成し、指定を推進する。≪新規≫
 ・小本川において平成29年５月までに水位周知河川指定≪新規≫
 ・平成29年度に関口川の水位計移設を実施し、水位周知河川の運用を再開≪継続≫
 
(5)(6) 水位情報の避難への活用
①洪水時に住民等へ提供する情報の充実【県・市町村】
 ・水位周知河川の基準観測所へ水位監視カメラの設置の推進≪新規≫
 ・平成29年度までに水位監視カメラを水位周知河川指定の33箇所へ設置≪新規≫
 ・簡易に水位を目視確認できる量水標の設置の推進≪継続・強化≫
 ・市町村独自の取組（水位計、量水標、水位監視カメラ等の設置等）の促進≪継続・強化≫
②要配慮者施設の避難体制の把握及び説明会の実施【国・県】
 ・平成29年３月までに県内全ての要配慮者利用施設（※4）を対象に説明会の実施≪新規≫
　　※4：要配慮者施設とは、台風第10号の災害を踏まえ、厚生労働省所管（高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉等）
　　　　施設とする。

(1) 制度内容の把握
【水位周知河川】
　水防法に基づき、洪水により相当な被害を
生ずるおそれがあるものとして、特別警戒水
位（氾濫危険水位）を定めた河川
　岩手県内で28河川32箇所指定済み
　（うち運用中：27河川31箇所）
【河川情報システム】
　水位情報をリアルタイムで配信している

(2) 制度内容の関係機関及び住民への周知
　　（関連：第１分科会）

(3) 伝達手段（関連：第１分科会）

(4) 水位周知河川の指定の推進

(5) 映像情報の配信

(6) 要配慮者利用施設の避難体制の確保
　　（関連：第２分科会）

1

水位周知河川
の指定の推進

（水防法第13条）

(1)(2) 制度内容の周知
　・制度が関係機関、住民に十分に理解されていない（※1、※2）
　・避難勧告等発令基準の明確化
　・専門的部署、専任者が配置できていない【市町村】（※1）

(3) 関係機関への伝達手段
　・水位到達情報の伝達手段（ＦＡＸ）とＦＡＸの混雑の問題
　・アクセス集中による河川情報システムのフリーズ

(4) 水位周知河川の指定
　・近年の度重なる豪雨災害により、水位計設置、指定が必要な
　　河川が増加している

(5)(6) 水位情報の避難への活用
　・避難率が低い（※2）
　・水害リスクに関する住民の認識不足と若い世代の防災意識の
　　低下（※2）
　・要配慮者利用施設における避難体制を把握する必要がある

(1)(2) 制度内容の周知
 ※上記、制度内容の周知に同じ

(3)(4) 洪水浸水想定区域の指定の推進
①洪水浸水想定区域の指定の推進【県】
 ・平成29年12月までに、市町村と調整し、洪水浸水想定区域の指定５カ年計画を作成し、指定を推進する。≪新規≫
 ・小本川において、平成29年12月までに洪水浸水想定区域の指定≪新規≫
 ・北上川水系の県管理区間における想定最大規模への見直しを平成29年度より実施≪新規≫

②浸水実績図の提供【県】
 ・台風第10号等における浸水実績図を平成29年３月までに関係市町村へ提供およびホームページ上で公開≪新規≫

(5) 洪水浸水想定区域の避難への活用
①洪水時に住民等へ提供する情報の充実【県】
 ・作成した洪水浸水想定区域図をホームページ上で公開≪継続・強化≫
②要配慮者施設の避難体制の把握及び説明会の実施【国・県】
 ※上記に同じ

(1) 制度内容の把握
【洪水浸水想定区域】
　水防法に基づき、洪水予報河川（国管
理）、水位周知河川について、想定最大規模
降雨によって破堤又は溢水した場合に想定さ
れる浸水域、水深を示して指定するもの
　岩手県内で16河川指定済み

(2) 制度内容の関係機関及び住民への周知
　　（関連：第１分科会）

(3) 被災実態の把握

(4) 洪水浸水想定区域指定の推進

(5) 要配慮者利用施設の避難体制の確保
　　（関連：第２分科会）

2

洪水浸水想定区域
の指定の推進

（水防法第14条）

(1)(2) 制度内容の周知
　・制度が関係機関、住民に十分に理解されていない（※1、※2）

(3) 被災実態の把握
　・台風10号等これまでの被災実態を把握する必要がある

(4) 洪水浸水想定区域指定の推進
　・洪水浸水想定区域指定済みの区間において、H27の水防法改正に
　　伴い国が先行して公表した想定最大規模の洪水浸水想定区域と
　　差異が生じている箇所があり、これを解消する必要がある
　・近年の度重なる豪雨災害により、指定が必要な河川が増加して
　　いる

(5) 浸水想定の避難への活用
　・要配慮者利用施設における避難体制を把握する必要がある

(1)(2) 防災行動計画「タイムライン」の作成【県・市町村】
 ・平成29年度より、水位周知河川において県と市町村が連携し運用を開始 ≪新規≫

(1) 防災行動
　（関連：第１分科会）

(2) 「タイムライン」の作成
　3

タイムラインの作成

（水防法第13条関連）

(1)(2) 防災行動
　・災害が発生することを前提として、関係者が事前に取るべき行動
　　を明確にし時系列で整理しておく必要がある
　・災害対策本部における人員の各課融通も限られた職員の中で厳し
　　い状況【市町村】（※1）
　・情報の分析や対応等を行う上で職員の専門性に限界がある。
　　【市町村】（※1）

［基本方針］ 「水位周知河川の運用」を軸とした河川に係る防災体制の構築 



新たな風水害に対応した河川及び土砂災害防災に係る具体的取組一覧 

主 な 論 点 現 状 と 課 題 ※1 国における対応状況 本県における取組 ※2 

１ 土砂災害警戒区域優先指

定箇所の選定及び効率的

な基礎調査の実施 

○優先順位の考え方 

○膨大な未調査箇所を

抱える中で土砂災害の

恐れのある区域を速や

かに明らかにし住民側

へ伝える手段 など 

(1) 県内の土砂災害危険箇所数は 14,348箇所、

このうち１月末時点における土砂災害警戒区

域の指定は 4,727 箇所（32.9％）と指定率が

低い状況 

 

(2) 土砂災害危険箇所に立地する要配慮者施設

は 337施設（H22調査時点）、このうち１月末

時点で 249施設（73.9％）の基礎調査を終え、

161施設（47.8％）が指定済 

 

(3) 早期指定完了に向けて計画的かつ効率的に

基礎調査を進める必要があるが、特にも台風

第 10号の教訓等を踏まえ、要配慮者利用施設

対策に重点的に取り組む必要 

 

(4) 土砂災害危険箇所に立地する要配慮者利用

施設について、既存データが５年以上経過し

ているため、現況施設数等を再確認する必要 

 

(5) 市町村において、指定後の警戒避難体制の

整備が遅れている状況 

 

(1) 平成 31年度までに基礎調査及び調査結果の公

表完了を目標（全ての土砂災害危険箇所が対象） 

 

(2)(3)(4) 各都道府県等に対し、要配慮者利用施設

に対する土砂災害対策の重点的実施及び連携の

強化等について、国土交通省ほか関係省庁連名で

通知 

 

『土砂災害のおそれのある箇所に立地する「主として 

防災上の配慮を要する者が利用する施設」に係る土砂 

災害対策における連携の強化について（H27.8.20付）』 

 

 

(5) 市町村に対して、指定後の警戒避難体制の整備

を義務化 （土砂災害防止法第８条） 

(1) 平成 31年度までに全箇所の基礎調査の実施及び調査結果の

公表を完了 【県】 

・ 予算を別枠で優先的に確保し従来の約２倍のペースで調査を進め、国

が目標とする平成 31 年度までに全箇所の基礎調査の実施及び調査結果

の公表を完了させる《継続・強化》 

 

(2)(3) 要配慮者利用施設が立地する箇所における基礎調査及

び土砂災害警戒区域の指定を優先実施 【県】 

・ 国の動向等を踏まえ、要配慮者利用施設が立地する箇所を優先し平成

29年度までに基礎調査を完了させ、順次公表及び区域指定を進める《継

続・強化》 

 

(4) 土砂災害危険箇所に立地する要配慮者利用施設について現

況施設数等を再確認し今後の施策に反映 【県】 

・ 土砂災害危険箇所に立地する要配慮者利用施設について、県保健福祉

部局等と連携のうえ平成 28 年度中に最新の施設数や種別等を再確認

し、今後の施策に反映させる《新規》 

 

(5) 警戒避難体制の整備促進 【県・市町村】 

・ 各市町村における警戒避難体制の整備状況（地域防災計画への反映や

土砂災害ハザードマップの作成状況等）について、年 1回、進捗管理を

行い、各種会議等の場で公表し情報共有を図るとともに、未整備の市町

村に対して早期の整備を強力に要請していく《新規》 

２ 要配慮者利用施設等に対

する土砂災害関連情報の

効果的な周知 

○周知内容 

○周知方法 

○周知体制 など 

(1) 県では、様々な防災情報（※）を公表・提供

しているが、必ずしも住民の迅速かつ自主的

な避難行動に結びついていない状況 

（※土砂災害警戒区域等の公表、土砂災害警戒情報及

び土砂災害危険度参考情報の提供等） 

 

(2) 住民側が防災情報を正しく判断し有効に活

用できるよう、「行政側の知らせる努力と住民

側の知る努力」すなわち「防災知識の普及・

啓発」に、より一層取り組む必要 

 

(3) 特にも、緊急時に自力で避難することが困

難な要配慮者利用施設への対策が喫緊の課題 

(1)(2)(3) 国土交通省では、台風第 10 号災害の教

訓等を踏まえ、厚生労働省・各自治体と連携し、

要配慮者利用施設の管理者等に対して「水害・土

砂災害への備えに関する要配慮者利用施設の管

理者向け説明会（仮称）」を全国で開催する計画 

 

(1)(2)(3)  

① より分かり易い防災情報の提供 【県】 

・ 住民等に対してより分かり易い防災情報を提供するため、県のホーム

ページ上で公表している土砂災害危険度参考情報等（※3）の地図情報

や操作性等を改善する〔最新の国土地理院地図の使用、画面切換時の操

作性向上など〕（平成 28～29年度）《新規》 

 

② 要配慮者利用施設等に対する更なる防災知識の普及・啓発 

【国・県】 

・ 施設管理者が災害のリスクを適切に把握するとともに避難の判断とす

るための防災情報の入手や避難計画の作成等について理解を深めてい

ただくことを目的に、国及び県保健福祉部局等と連携し平成 29 年３月

までに「水害・土砂災害への備えに関する要配慮者利用施設の管理者向

け説明会」を開催する《新規》 

 

③ 土砂災害危険箇所に立地する要配慮者利用施設への注意

喚起 【県】 

・ 毎年６月の土砂災害防止月間に合わせて実施している土砂災害危険箇

所点検パトロールについて、要配慮者利用施設が立地する箇所を優先点

検箇所として位置付け、施設管理者との合同点検を実施するとともに、

点検結果や県等が公表している防災情報の活用方法等について個別に

説明する（平成 29年度～）《継続・強化（一部新規）》 

・ 土砂災害危険箇所に立地する要配慮者利用施設に対して、毎年１回、

土砂災害への注意喚起を促すダイレクトメールを送付する《継続》 

※1 「現状と課題」の(1)～(5)は、「国における対応状況」及び「本県における取組」の(1)～(5)にそれぞれ対応。 

※2 本県における取組：【 】内は想定される実施主体。 《新規》は分科会での検討を踏まえた新たな取組。 《継続・強化》は分科会での検討を踏まえ強化する取組。 

※3 降雨量に応じた土砂災害発生の危険度を地図上 5kmメッシュ単位（市町村は 1km単位で閲覧可能）で５段階に色分けして表示。土砂災害発生の危険性の高いエリアや切迫性を把握できるため警戒避難の際の参考となるもの。 

平成 29年２月 17日 県土整備部砂防災害課 



 
 

●  岩手県防災会議幹事会議河川・土砂災害防災分科会  ●  

委  員  名  簿  

 
東北地方整備局岩手河川国道事務所 副所長 三浦 義昭  

仙台管区気象台盛岡地方気象台 防災管理官 藤原 政志  
総務部 総合防災室長 石川 義晃  

県土整備部 副部長兼県土整備企画室長 平野 直  

県土整備部 河川港湾担当技監 八重樫 弘明  
県土整備部 河川課総括課長 高橋 正博  

県土整備部 砂防災害課総括課長 楢山 護  

一般社団法人岩手県建設業協会 専務理事 佐々木 幸弘  
岩手県河川海岸協会 一関市建設部治水河川課次長兼課長 那須 勇  
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